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令和５年度藤沢市障がい者雇用優良事業所 
感謝状贈呈式を実施しました！ 

障がい者を積極的に雇用し顕著な実績を有する事業所に対し感謝状を贈呈するため、令和６年
３月２５日に「令和５年度藤沢市障がい者雇用優良事業所感謝状贈呈式」を実施しました。 
今年度は３事業所に対し、藤沢市役所にて感謝状を贈呈いたしました。 

 

【株式会社 アプルール】(http：//apprule.jp/) 

昭和５６年に創立され、高齢者施設や保育園などを運営されています。 
障がいのある方は、介護業務や調理補助などの業務に従事しています。 

 

【医療法人社団 村田会】（http://www.muratakai.or.jp/）  

平成９年に創立され、病院や高齢者施設などを運営されています。 

障がいのある方は、リハビリ職、介護職などの業務に従事しています。 

 

【株式会社 丸七】（http://maru-vii.com/） 

昭和５３年創立され、寿司居酒屋などの直営飲食店を運営されています。 
障がいのある方は、清掃や配膳、洗い場などの業務に従事しています。 

 

今後も市内事業所の皆様にご協力をいただきながら、市内の障がい者雇用の

向上に向けて、取り組んでまいります。 
 

ありがとうキュン 

発 行：藤沢市産業労働課 藤沢市朝日町 1－1 藤沢市役所本庁舎 8階 ☎0466-50-8222 

URL:https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html 

本紙のデザインはＪＯＢチャレふじさわ（障がい者就労の場）で行っています。 

 

写真左から丸七様、村田会様、藤沢市長、アプルール様 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html


女性の活躍・両立支援総合サイトを活用しましょう！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市役所本庁舎4階 市民相談情報課 市民相談室 

日  時 毎週火曜日（祝日・年末年始を除く）午後１時～４時（１人 45分以内） 

F プレイス（藤沢市藤沢公民館・労働会館等複合施設） 

日  時 毎週土曜日（祝日・年末年始・休館日を除く）午後 1時～4時（1人 45分以内） 

予約方法 市労働相談HP、藤沢市公式 LINEまたは産業労働課労政担当（電話：50-8222） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「女性の活躍・両立支援総合サイト」は厚生労働省が運営するWEBサイトです。 

当サイトの「女性の活躍推進企業データベース」、「両立支援のひろば」に掲載されている企業の情報を

一元的に検索できるほか、女性活躍推進法等に基づく一般事業主行動計画の公表ができます。 

ぜひこの機会に活用してみましょう！！ 

 

女性の活躍推進データベースでできること 
１. 女性活躍推進法で義務付けられている 
  以下の公表 

・一般事業主行動計画 
・自社の女性活躍に関する情報 
・えるぼし認定、プラチナえるぼし認定 
の実績状況 

２. お役立ち情報の活用 
・一般事業主行動計画の策定例 
・行動計画策定支援ツール 
・データベースに登録している他社情報の 
検索 

両立支援のひろばでできること 
１. 次世代育成支援対策推進法による以下の公表 

・一般事業主行動計画 
・次世代育成支援対策の実施状況（プラチナ 
くるみん認定企業） 

・男女の育児休業等取得率（くるみん認定企業） 
２．育児・介護休業法による以下の公表 

・男性の育児休業等取得率 
３. お役立ち情報の活用 

・Q＆A集 
・両立支援に取り組む企業の事例や他社情報の 
検索 

 
詳細はこちら→ 

https://positive-

ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb

/index.html 

 

 

詳細はこちら→ 

https://ryouritsu.

mhlw.go.jp/ 

 

神奈川県社会保険労務士会藤沢支部とかながわ労働センター湘南支所と連携し、職場のトラブルや社

会保険・年金など様々な労働問題を解決するため、気軽に相談を行えるように立ち寄りやすい辻堂駅と

藤沢駅で無料の街頭労働相談会を実施します！ 

 

藤沢駅南北自由通路 日時：６月２０日（木）正午～午後 7時 

 

賃金・労働時間等の労働条件や社会保険・年金に関すること、職場のハラスメント問題などについて

ご相談をお受けしています。働く人も事業主の方もぜひご利用ください。 

※毎月第２土曜日は女性の社会保険労務士が相談に応じます。※予約申込が必要です。 
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辻堂駅北口自由通路 日時：５月１６日（木）正午～午後 7時 

詳細はこちら→ https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/ 

 

社会保険労務士による無料労働相談をご利用ください 
藤沢市では、社会保険労務士による労働相談を無料・秘密厳守で実施しています。 

 

辻堂駅と藤沢駅で街頭労働相談会を実施します 
 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/rodo.html 
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パートナーシップ構築宣言に参加しませんか？ 

パートナーシップ構築宣言とは 

 
サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等をこえた新たな連携や 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の遵守を目的として企業の 

代表者が「発注者」の立場からパートナーシップの構築を宣伝するものです。 

 

・神奈川県による支援融資があります 

 パートナーシップ構築宣言に登録した中小企業者等への運転資金等への融資 

 融資限度額は２，０００万円、融資利率は年１．８％以内 

 融資期間等詳細はこちらをご確認ください 

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/partnership_yusi.html 

 

 パートナーシップ構築宣言ポータルサイトから必要項目を入力し、宣言をアップロードして

登録 

 詳細はこちらをご確認ください 

 https://www.biz-partnership.jp/ 

  

 

参加手順 

 相談窓口 
 パートナーシップ構築宣言に係る特別相談窓口を設置しています 

 （公財）神奈川産業振興センター（横浜市中区尾上町５－８０神奈川中小企業センタービル４F） 

 経営総合相談課（０４５－６３３－５２００） 平日 午前８時３０分から午後５時１５分 

  

 

藤沢マイスター体験会 ＆ 藤技連技能まつり 

藤沢市マイスター事業「藤沢マイスター体験会＋展示会」と藤沢市技能職団体連絡協議会による「技能
まつり」を実施します！藤沢市で活躍する技能者・技術者の技を体感するチャンスです。 
ぜひこの機会にご参加ください。 
 
 
 

 
場所  秩父宮記念体育館 
 
藤沢マイスター 安藤忠男さん（造園師）に
よる相談会や、苔玉づくり体験をすることが
できます。 
 

 
場所 藤沢市民会館 第２会場 
第１展示集会ホール及び前広場・周辺通路 
 
藤沢市技能職団体連絡協議会による実演・
即売・１日職人体験など 
 

「２０２４ふじさわ産業フェスタ」にて 

 

藤沢マイスター体験会 
 

皆様の参加をお待ちしています！！ 

 

・国(経済産業省)による補助金の加点措置等があります 

https://www.biz-partnership.jp/merit/index.html#subsidy 

 

 

実施
期間 

 

２０２４年（令和６年）５月２５日（土）午前１０時～午後５時 
５月２６日 (日) 午前１０時～午後４時 

 

技能まつり 
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 宣言企業への優遇

措置 


